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（目 的） 

第１ 東京都は、不燃化推進特定整備地区制度における特別の支援の一つとして、土地が

この要綱に定める要件に該当する場合は、東京都都税条例（昭和２５年東京都条例第５６号。

以下「都税条例」という。）第１３４条第１項第４号及び第１８８条の３０並びに東京都都税

条例施行規則（昭和２５年東京都規則第１２６号）第３１条第２項の規定に基づき、当該土地に

係る固定資産税及び都市計画税の減免を行う。 

 

（対 象） 

第２ 減免は、次に掲げる要件のいずれにも該当する土地に係る固定資産税及び都市計画

税について行う。 

 ⑴ 不燃化特区（東京都不燃化推進特定整備地区制度要綱（平成２５年３月２９日２４都市

整防第５９８号。以下「制度要綱」という。）第２条第４号に規定する不燃化特区をい

う。以下同じ。）内に所在する老朽建築物（東京都不燃化推進特定整備事業補助金交

付要綱（令和３年３月２日２都市整防第７２８号）第３条第１０号に規定する老朽建築物

をいう。）である家屋（以下「老朽家屋」という。）が、当該家屋の所在地が不燃化

特区に指定された日から令和８年３月３１日（制度要綱第８条の規定による不燃化特区

の指定の取消し又は同第１１条の規定による不燃化特区の廃止があった場合にあっては、

当該取消し又は当該廃止の日）までの間に滅失した場合における当該家屋の敷地の用

に供されていた土地であること。 

 ⑵ 老朽家屋の敷地の用に供されていた土地で、当該家屋が滅失した日（以下「滅失

日」という。）の属する年の１月１日（滅失日が１月１日である場合には、当該日の

属する年の前年の１月１日）を賦課期日とする年度（以下「滅失年度」という。）分

の固定資産税及び都市計画税について地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」

という。）第３４９条の３の２第２項及び第７０２条の３第２項の規定の適用を受けたも

のであること。 



 ⑶ 滅失年度の翌年度から当該滅失日の属する年の１月１日（当該滅失日が１月１日で

ある場合には、当該日の属する年の前年の１月１日）の翌日から起算して５年を経過

する日を賦課期日とする年度までの各年度（以下「適用対象年度」という。）に係る

賦課期日において、家屋の敷地の用に供されている土地以外の土地であること。 

 ⑷ 老朽家屋の敷地の用に供されていた土地が、防災上有効な空地として適正に管理さ

れていることについて、適用対象年度に係る賦課期日後において、特別区長が証明し

たものであること。 

 ⑸ 適用対象年度に係る賦課期日において、老朽家屋の敷地の用に供されていた土地の

滅失日における当該土地の所有者が、引き続き所有している（別に定めるところによ

り引き続き所有しているとみなされる場合を含む。）ものであること。 

 

（減免割合） 

第３ 減免割合は、第２に該当する土地に係る固定資産税及び都市計画税の額（老朽家屋

の敷地の用に供されていた土地で滅失年度分の固定資産税及び都市計画税について法第３

４９条の３の２第２項及び第７０２条の３第２項の規定の適用を受けた面積に相当する部分

に係る税額に限る。）の８割とする。 

 

（減免の期間） 

第４ 減免は、老朽家屋の滅失日の属する年の翌年の１月１日（滅失日が１月１日である

場合には、同日）を賦課期日とする年度から５年度分に限り行う。ただし、第２⑶又は

⑸に該当しないこととなった場合には、当該該当しないこととなった日の属する年の１

月１日（当該該当しないこととなった日が１月１日である場合には、当該日の属する年

の前年の１月１日）を賦課期日とする年度分まで行うものとする。 

 

（減免の申請） 

第５ 減免の申請は、次に定めるところによる。 

 ⑴ 減免を受けようとする者は、都税条例第１３４条第３項の規定に基づき、知事に申請

書を提出するものとする。 

 ⑵ ⑴の申請書は、減免の適用を受けようとする年度分の固定資産税及び都市計画税の

第一期分の納期限までに、当該土地が適正に管理されている旨を特別区長が証する書

類を添付して、提出するものとする。 

 

（減免の適用除外） 

第６ この要綱に基づく減免の適用を受けた土地（当該適用を受けた面積に限る。）に係



る各年度分の固定資産税及び都市計画税については、小規模非住宅用地に対する固定資

産税及び都市計画税の減免要綱（平成１４年３月２９日１３主税税第５０９号）に基づく減免を

適用しない。 

 

（減免事務の運営） 

第７ 減免事務の運営については、この要綱の定めるところによるほか、別に定めるとこ

ろによる。 

 

（実施時期） 

第８ この要綱は、平成２５年７月１日から実施する。 

 

附 則（令和３年３月３１日 ２主税税第３９８号） 

（実施時期） 

第１ この要綱は、令和３年４月１日から実施する。 

（経過措置） 

第２ この要綱による改正後の要綱（以下「新要綱」という。）の規定は、新要綱第２⑴

に規定する老朽家屋が令和３年１月１日以後に滅失した場合に適用する。 

第３ この要綱による改正前の要綱第２⑴に規定する老朽家屋が滅失した場合における新

要綱の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２⑴ 東京都不燃化推進特定整備事業補助

金交付要綱（令和３年３月２日２都

市整防第７２８号）第３条第１０号 

東京都不燃化推進特定整備事業補助

金交付要綱（平成２５年４月１２日２５都

市整防第４９号）第１３条 

令和８年３月３１日 令和４年３月３１日 

第２⑸ 滅失日 滅失年度に係る賦課期日 

 


